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第 4 表地方鉄道軌道整備法による補助金

事業年度における損金算入が認められ1M輸の確保または災害

の防止のための設備については， 当該設備の取得後 3 年内にか

ぎり法定償却範囲領の 5 割tìl'1 の !JVヰlが認められる。

イ 地方税に対する免税

(7) 地方鉄道軌道整備法にもとづく地方税の免除および不均

一課税 地方鉄道軌道整備法第 23 条において， 同法第 3 条の規

定による認定鉄道， 同条の規定によ っ て永悶lをうけた改良計画

を完了した地方鉄道 ・ 軌道にかかる，固定資産税および事業税

については，地方税法第 6 条の;規定の適用あるものとされ， 同

第 6 条は地方公共団体は，公益上その他の事由によって課税を

不適当とする場合においては， M!税をしないことがあると規定

する。 すなわち整備法第 23 条の規定による固定資産税 ・事業税

の不均一課税は，ーにかかって地方公共団体の独自の判断にま

つほかはないのである。しかしながら地方税法は，整備法上の

認定鉄道等に対して特別の減税規定を設けた。

(イ) 地方税法に設けられた地方税の滅免

A 地方鉄道軌道整備法による認定鉄道に;対するもの

ω 営業用固定資産について既納の不動産取得税の泣付

新総補助鉄道として補助金の交付をうけた認定鉄道は，有Iì lljJ

の対象となった営業用固定資産のうち， 不動産取得税納付の対

象とな っ た部分につき，既納の不動産取得税があったとき ， 同

認定補助鉄道の申請にもとづいて，地方団体は当該不動産取得

税にかかわる地方団体の徴収金のうち，補助金算定の対象とな

る営業HJ固定資産に属する 当該不動産に対する補助金に相当す

る額に，不動産取得税率を乗じてえた金書i1にかかる，地方団体

の徴収金を問認定補助鉄道に迷付する(地方税法第 73 条の 28) 。

(助 事業税のtili税際準の特例新総または欠JþJ補助鉄道とし

て認定をうけた地方鉄道等の事業税は， その3君、定をうけた日の

隠する事業年度から，当該認定を受けた日以後 3 年を経た日の

隠する日の直前の事業年度までの， 各事業年度の~J~業税の課税

際準を，収入総税によらず，所得fì*税によるべきものとされた

(旧地方説法第 72 条の 18 第 2 項)。その後地方税法の改正によ

り地方鉄道は全面的に所得談税に改められた。

B 一般地方鉄道に対する地方税の桜i成

ω 抱気ガス税の免税 地方欽泊業者(軌道事業者をふくむ)

で， 主として電気を動力 と して迎輸事業を営む者が直接一般交

通のため，旅客または貨物の巡送の用に使用する電気に対して

は，電気ガス税を認することはできない(地方税法第 489 条第 5

項)。

(助固定資産税の課税傑準の特例

a 発変電所施設，送電施設の}刊に供する家屋に対する談

税軽並走 上記の施設の用に供する家庭の固定資産税の課税標準

については，固定資産税を隷せられることとなった年度から 5

年度分の固定資産税の課税傑準について， 当該固定資産価協の

与とし，その後 5 年度分の固定資政税については，当該固定資
孟の{酬の3とする(地方税法節制条の 2 第 l 項)0

b 線路設日il ・ 電路設備i等の十日築物 新たに蛍業線路を開業

するために敷設した線路設備 ・ f:1OC路談日Hその他政令で定める fi1i

築物(軌間弘政 ・ fU線化のために敷設した構築物)に対する課税

傑準については，新たに固定資産税を課せられるこ とにな って

から5年度分の固定資産税については，当該F慨物のf問機の4 と，
その後 5 年度分の固定資産税については当制概物の附件
とする(前関法同条第 2 項)。

C 企業合理化促進i去にもとづく機械設耐j等 同法第 4 条第

3 項(法人たる試験研究者の織械設備等の取得)または同法第 6

条(減価償却の特例)の規定の適用をうける繊械設備等(前掲 a .

b に掲げるものを除く)に対して課する固定資産税の課税傑準

は， 当該持基械設備等に対して新たに固定資産税が課せられるこ

とにな った年度から 3 年度分の固定資産税にかぎり ， 当該僚械

設日iî等の附の÷とする。
d 帝都高速度交通営団に対する特例 帝都高速度交通営団

が直接地下高速度交通事業の用に供するト γネノレに対 しては，

固定資産税は免除される(地方税法第 348 条第 12 lJi第 2 号の2) 。

ただしこの免除titl世は ， 1Ii?，利 29 ・ 1 ・ 1 以後において建設されたト

γ ネノレについてのみ適用がある(地方税法付則第 27 項)。

3 補助成績 軽便鉄道~ilì助法制定施行以来，各補助法によ

って交付された政府羽Iì助金の突績は第 1 -4 表のとおりである。

ー」地方鉄道軌道自主備法。

参考文献藤川稲術者二鉄道会計(1943) 0 (森島省吾)

ちぼうてつどうきどヲのほしょう 地方鉄道・軌道の補償

政府または図鉄が地方鉄道 ・ 軌道に対して， 法律の鋭定にも

とづいてなす損失補償をいう。1. 政府の強制3買収による残存

未開業線の損失祁i償 2. 国鉄の接近または並行巡輪開始にも

とづく開業総未開業総の損失補償の 2 つにわけられる。

1 政府の強制民収による残存未開業線の損失filì!Jt 政府が

地方鉄道または軌道を， 地方鉄道法第 30 条もしくは軌道法第26

条の規定で強制民収した場合の，地方鉄道 ・ 軌道の有する残存

未開業線の経営廃止に伴なう ， 当該地方鉄道 ・ 軌道の損失を補

償することをいう。政制民収の跡始末的なもrtì償である(地方鉄

道法第 35 条の 3) 。以下の説明は地方鉄道軌道とも内容はまっ

たく共通である(軌道法第 26 条で地方鉄道法の民収'lilげ1'tに|測す

る諸規定が準用となる)。したがって地方鉄道の呼称のなかに

軌道を含める。

(1) 祁i償金の計n一方法 残存未開業線の態織をつぎの 2 つに

分ける。

ア 工事に着手していたとき 買収の日における当該未開業

似の建設伐の鰍以内において，政府と 当該地方鉄道との聞で協

定した古ilから ， 残存物件の価額を燈除した残級以内で政府が補

償金を定める(地方鉄道法第 36 条第 1 項)。

イ 工事未着手のとき 質収の 日における ìJ/lJiïr および股1'ïlf'l.

等から ， 残存4如何 :を控除した残額以内で政府が補償金を定める

(古iH12l法同条第 2 項)。

(2) 補償金の支払方法 強制買収の場合の買収代{由lの支払に

闘する規定が準用されるから，当該補償金の支払はl剛聞を参し

ぞくして定められる図m証券をもって支払われる。

2 国鉄の接近または並行巡輪開始にもとづく開業線未開業

総の損失有lì tn: 国鉄が地方鉄道 ・ 軌道(以下両者を地方鉄道と

いう)に接近し ， または並行して鉄道線路を敷設して巡輸を開始

したため，地方鉄道業者がこれと接近し，または並行する区間

について ① 営業を総統することができなくてこれを廃止し

た際，国鉄がその廃止による損失を補償する場合(廃止補償)，

②営業は継続できるがその収益がL、ちじるしく減少して鍋失を

生じ，これを国鉄が有Iì航する場合 (継続補償)の 2 つがある(地

方鉄道・軌道整備法第 24 条)。




